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琴
似
神
社
（
札
幌
市
西
区
琴
似
一
条
七
丁
目
）
の
境
内
に
復
元
保
存
さ

れ
て
い
る
琴
似
屯
田
兵
屋
は
、
最
も
早
い
時
期
の
兵
屋
の
形
態
を
残
す
も

の
と
し
て
北
海
道
よ
り
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
他
の
兵
村
の
保
存
兵

屋
と
比
べ
て
相
違
点
が
多
い
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
。
特
に
際
立
っ

て
い
る
の
は
、
兵
屋
の
標
準
型
で
あ
る
「
四
畳
半
と
六
畳
間
」
と
い
う
畳

座
敷
の
間
取
り
が
琴
似
で
は
「
四
畳
半
と
八
畳
間
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
、

昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
の
北
海
道
教
育
委
員
会
の
調
査
か
ら
「
定

説
を
訂
正
す
る
新
発
見
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
以
来
「
琴
似
は
八
畳
間
」
が

新
た
な
定
説
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
北
海
道
屯
田
倶
楽
部
の
調
査
研
究
班
に
よ
る
現
地
調
査
と

文
献
調
査
な
ど
か
ら
、
八
畳
間
は
後
代
の
改
造
に
よ
る
も
の
で
、
明
治

八
（
一
八
七
五
）
年
の
入
植
時
に
は
六
畳
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、「
六
畳
間
」
で
あ
っ
た
論
拠
と
「
八
畳
間
」
定
説
化
の
背
景
、

「
六
畳
間
」
に
修
正
復
元
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
論
述
す
る
。

　

１　
「
四
畳
半
＋
六
畳
」
の
従
来
説
を
覆
し
た
「
八
畳
間
」
説

　
（
１
）
琴
似
は
「
八
畳
間
」
説
の
発
端

　

問
題
の
兵
屋
は
、
琴
似
屯
田
兵
が
入
植
す
る
前
年
の
明
治
七

（
一
八
七
四
）
年
十
一
月
、
現
在
の
琴
似
一
条
五
丁
目
に
建
て
ら
れ

た
一
四
〇
番
兵
屋
で
、
佐
藤
喜
一
郎
に
給
与
さ
れ
た
。
昭
和
三
十
八

（
一
九
六
三
）
年
に
当
時
残
っ
て
い
た
建
物
の
寄
贈
を
子
孫
が
申
し
出
た
。

屯
田
兵
子
孫
と
北
海
道
教
育
委
員
会
な
ど
の
協
議
の
末
、
翌
年
に
琴
似
神

社
境
内
に
移
設
の
上
、
疑
問
点
、
不
明
点
を
残
し
な
が
ら
も
ほ
ぼ
原
型
に

近
い
形
で
復
元
さ
れ
た
＝
写
真
１
、２
＝
。
そ
の
際
に
詳
し
い
構
造
や
仕

様
＝
図
面
１
＝
な
ど
が
調
査
さ
れ
、
同
年
十
月
、
北
海
道
の
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
。

　

道
教
委
の
調
査
報
告
（
北
海
道
文
化
財
第
10
集 

『
屯
田
兵
村
』
昭
和

四
十
三
年
刊
）
で
は
、
琴
似
屯
田
兵
屋
は
「
畳
敷
き
の
室
が
四
畳
半
と
八

畳
で
、
土
間
は
四
坪
半
で
あ
る
点
が
、
後
代
の
も
の
と
違
っ
て
い
る
。
従

来
の
解
説
書
に
は
、
八
畳
を
六
畳
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
後
代
の
も

の
と
混
同
し
た
誤
り
で
あ
る
」
と
し
、「
旧
説
を
全
面
的
に
書
き
直
さ
せ

る
ほ
ど
の
新
発
見
」（
担
当
・
遠
藤
明
久
）
と
評
価
し
た
。

　

こ
こ
で
「
旧
説
＝
四
畳
半
＋
六
畳
」
の
論
拠
と
さ
れ
た
解
説
書
と
は
、

　
　
　

琴
似
屯
田
兵
屋
を
め
ぐ
る
疑
問
を
解
く

　
　
　
　
　
　

│
│
│ 

８
畳
間
説
の
誤
り
と
６
畳
間
復
元
の
意
義

琴
似
140
番
兵
屋

調

査

研

究

班

　
（
２
）「
八
畳
間
」
説
の
定
説
化

　

道
教
委
の
調
査
報
告
は
、『
北
海
道
屯
田
兵
制
度
』
と
『
開
拓
使
最
初

の
屯
田
兵
』
の
二
書
に
記
さ
れ
た
「
四
畳
半
＋
六
畳
」
の
従
来
説
を
覆

し
、
こ
れ
に
よ
り
『
屯
田
兵
村
』
の
刊
行
以
降
、「
四
畳
半
＋
八
畳
」
説

が
定
説
化
し
て
い
っ
た
。
北
海
道
開
道
百
年
・
札
幌
市
創
建
百
年
（
昭
和

琴似屯田 140 番兵屋（北海道指定有形文化財・琴似神社境内）

上
原
轍
三
郎
の
『
北
海
道
屯
田
兵
制
度
』（
大
正
三
年
刊
）
と
琴
似
屯
田

兵
二
世
・
山
田
勝よ
し
と
も伴
の
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵 

琴
似
兵
村
』（
昭
和

十
九
年
刊
）
を
指
す
。
前
者
は
、実
地
調
査
と
屯
田
兵
か
ら
の
聴
き
取
り
、

公
文
書
の
解
析
を
基
に
し
た
「
屯
田
兵
研
究
の
バ
イ
ブ
ル
」
と
言
わ
れ
る

名
著
。
後
者
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
琴
似
兵
村
に
お
け
る
実
体
験
と
、
北
海

道
庁
殖
民
部
の
勅
任
技
師
と
し
て
収
集
し
た
膨
大
な
資
料
を
元
に
綴
っ
た

も
の
で
、
屯
田
兵
村
史
の
原
典
的
な
史
料
で
あ
る
。

奥が８畳間、手前が板の間となっている兵屋内部

四
十
三
年
）
を
機
に
、
屯
田
開
拓
の
歴
史
に
対
す

る
一
般
の
関
心
が
高
ま
る
な
か
、
北
海
道
の
文
化

財
解
説
の
決
定
版
と
銘
打
っ
た
道
教
委
編
集
に
よ

る
『
北
海
道
の
文
化
財
』（
昭
和
五
十
三
年
刊
）

で
は
、
琴
似
兵
屋
は
「
後
年
の
も
の
と
異
な
る
独

特
の
も
の
」
と
紹
介
さ
れ
た
。

　

昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
に
国
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
た
琴
似
屯
田
兵
屋
跡
（
西
区
琴
似
二
条

五
丁
目
）
の
一
三
三
番
兵
屋
も
、
一
四
〇
番
兵
屋

に
準
じ
て
畳
の
間
は
「
四
畳
半
＋
八
畳
」
で
復
元

さ
れ
た
。

　

現
在
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
刊
行
物
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
サ
イ
ト
で
「
琴
似
兵
屋
は

八
畳
間
」
と
紹
介
さ
れ
、文
化
庁
が
運
営
す
る
「
文

化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
」
の
解
説
も
同
様
で
あ
る
。

　
「
琴
似
は
八
畳
間
」
が
通
説
と
し
て
知
ら
れ
て

い
く
一
方
で
、
慎
重
な
見
方
も
あ
っ
た
。
平
成
三

写
真 

１

写
真 

２
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（
一
九
九
一
）
年
刊
の
『
新
札
幌
市
史
・
第
二
巻
』
で
は
、『
開
拓
使
最

初
の
屯
田
兵
』
掲
載
の
「
四
畳
半
＋
六
畳
」
の
平
面
図
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
「
遺
構
の
差
異
は
生
活
の
便
宜
上
改
造
を
加
え
た
結
果
で
あ
る
ら
し

い
。
新
築
時
の
原
型
再
現
に
は
設
計
図
等
の
史
料
や
遺
構
の
精
査
が
待
た

れ
る
」
と
の
説
明
を
添
え
て
い
る
。

　

２　
「
琴
似
八
畳
間
」
説
に
対
す
る
疑
義

「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」
と
し
て
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
を
対
比
さ
せ
る
よ

う
に
図
示
し
て
い
る
＝
図
面
３
＝
。

　
「
初
メ
決
定
セ
シ
兵
屋
」
の
図
面
で
は
、
土
間
に
接
し
た
厩
う
ま
や
の
部
分
が

点
線
で
描
か
れ
「（
点
線
は
朱
書
）」
と
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
。
厩
に
つ

い
て
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
開
拓
使
に
お
け
る
設
計
段
階
で
建

築
費
切
り
詰
め
の
た
め
に
取
り
や
め
た
経
緯
が
あ
り
、
図
面
は
こ
れ
と
符

合
す
る
。

　

そ
も
そ
も
山
田
は
、
会
津
藩
出
身
の
屯
田
兵
・
山
田
貞
介
の
長
男
と
し

ど
、
精
細
を
極
め
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
、
琴
似
兵
屋
が
「
八
畳
間
」
で
あ
っ
た

な
ら
、
そ
の
記
述
を
も
ら
し
た
と
は
到
底
考

え
に
く
い
。

　
（
２
）
復
元
兵
屋
の
構
造
上
の
疑
問

　

第
二
の
疑
問
点
は
、
八
畳
間
ゆ
え
に
感
じ

る
構
造
上
の
違
和
感
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ

る
。

　

琴
似
兵
屋
に
お
い
て
も
、
間
口
五
間
（
約

九
メ
ー
ト
ル
）
奥
行
き
三
間
半
（
約
六
・
三

メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
建
坪
や
、
裏
表
の
玄
関

の
板
戸
（
間
口
一
間
）
の
位
置
は
、
兵
屋
の

標
準
型
と
同
じ
で
あ
る
。
間
取
り
上
の
相
違

点
と
し
て
は
、
六
畳
間
が
八
畳
間
と
広
い
分

だ
け
、
板
の
間
も
半
間
分
（
約
九
十
セ
ン
チ
）
土
間
側
に
せ
り
出
し
て
い

る
点
が
目
に
付
く
。

　

問
題
は
、
板
の
間
が
土
間
側
に
せ
り
出
し
た
分
だ
け
出
入
り
口
の
片
側

に
不
自
然
な
段
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
土
間
と
板
の
間
に
約

三
十
セ
ン
チ
の
段
差
が
あ
る
た
め
に
、
出
入
り
す
る
際
に
は
片
側
の
引
き

戸
部
分
（
幅
約
九
十
セ
ン
チ
）
し
か
使
え
な
い
。
初
め
て
の
訪
問
者
が
、

も
う
片
側
の
引
き
戸
を
開
け
て
屋
外
か
ら
入
ろ
う
と
す
る
と
、
い
き
な
り

板
の
間
の
側
面
に
向
こ
う
ず
ね
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
そ
う
な
構
造
に
な
っ

と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
い
、
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
だ
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
新
た
に
見
つ
か
っ
た
子
孫
所
蔵
の
自
筆

「
履
歴
書
」
に
よ
る
と
、
山
田
は
札
幌
農
学
校
を
卒
業
後
長
ら
く
高
等
官

と
し
て
北
海
道
庁
殖
民
部
に
勤
め
る
傍
ら
、
北
海
道
史
や
琴
似
兵
村
史
の

編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の

記
述
の
信
頼
性
は
極
め
て
高
い
。

　
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
と
同
様
に
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
の
論
拠

と
さ
れ
て
き
た
『
北
海
道
屯
田
兵
制
度
』
に
つ
い
て
も
、
著
者
・
上
原
轍

三
郎
は
屯
田
兵
の
入
植
時
の
所
持
金
を
調
査
し
統
計
学
的
に
解
析
す
る
な

　
（
１
）
実
際
に
居
住
し
た
山
田
文
書
と
の
齟
齬

　

琴
似
兵
屋
の
「
四
畳
半
＋
八
畳
間
」
説
に
対
す

る
疑
問
点
と
は
、
大
き
く
次
の
二
点
に
絞
ら
れ

る
。

　

①
屯
田
兵
研
究
の
原
典
の
記
述
と
の
齟
齬

　

②
復
元
兵
屋
の
構
造
上
の
不
自
然

　

第
一
に
つ
い
て
は
、
山
田
勝
伴
が
『
開
拓
使
最

初
の
屯
田
兵
』
で
示
し
た
兵
屋
の
平
面
図
か
ら
、

「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　

記
事
に
添
付
さ
れ
た
兵
屋
の
平
面
図
は
二
点
あ

り
、
一
方
に
は
「
初
メ
決
定
セ
シ
兵
屋
」
と
し
て

八
畳
間
を
図
示
し
＝
図
面
２
＝
、
も
う
一
方
に
は

て
琴
似
兵
村
に
生
ま
れ
て
か
ら
長
き
に

わ
た
っ
て
実
際
に
兵
屋
に
住
み
、
後
備

役
屯
田
兵
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。

『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
序
文
で

は
「
幼
少
の
時
よ
り
屯
田
兵
の
練
兵

演
習
を
視
、
又
永
山
（
武
四
郎
）
司
令

官
が
幹
部
の
将
校
を
連
れ
て
兵
屋
検
閲

時
、
門
前
に
一
行
を
迎
え
た
当
時
の
事

ど
も
記
憶
に
存
し
（
中
略
）
初
代
屯
田

兵
に
就
い
て
調
べ
置
い
た
資
料
も
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
纏ま
と

め
て
見
よ
う
と
筆
を

採
っ
た
」
と
ま
で
記
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
は
、「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」

の
図
面
に
描
か
れ
た
「
四
畳
半
＋
六
畳

間
」
は
、
父
か
ら
屯
田
兵
籍
を
継
い
だ

山
田
の
「
う
ろ
覚
え
」
や
「
ま
た
聞
き
」

「4畳半＋ 8畳」で復元された 140 番兵屋の平面図（『屯田兵村』より）

8畳間だけの「始メ決定セシ兵屋」（『開拓使最初の屯田兵』より）

「4畳半＋ 6畳」の「出来上ガリシ兵屋」（『開拓使最初の屯田兵』より）

図
面 

１

図
面 

２

図
面 

３
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て
い
る
＝
写
真
３
、４
＝
。
人
間
工
学
的
な
観
点
か
ら
見
る
ま
で
も
な
く
、

明
治
期
の
も
の
と
は
い
え
建
築
設
計
の
常
識
か
ら
外
れ
た
、「
欠
陥
構
造
」

と
も
言
え
る
。

　

ま
た
、
生
産
活
動
が
拡
大
し
て
い
く
な
か
で
、
屋
内
作
業
の
場
で
あ
る

土
間
の
ス
ペ
ー
ス
が
狭
く
な
る
と
い
う
問
題
も
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

３　

文
献
調
査
か
ら

　
（
１
）
屯
田
兵
徴
募
の
公
文
書
に
６
畳
間
の
「
居
宅
略
図
」

　

明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
十
一
月
二
十
九
日
に
開
拓
使
大
判
官
の
松
本

十
郎
が
、
開
拓
長
官
・
黒
田
清
隆
に
宛
て
た
「
届
出
」
に
よ
る
と
、
琴
似

兵
屋
二
百
戸
が
同
月
二
十
八
日
に
完
成
し
た
が
、
兵
屋
の
設
計
図
面
は
、

こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
で

山
田
勝
伴
が
示
し
た
「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」
の
平
面
図
の
原
本
が
見
つ
か

れ
ば
、「
四
畳
半
＋
六
畳
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
ち

ら
も
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
文
献
調
査
の
過
程
で
注
目
し
た
の
が
、
開
拓
使
が
明
治
八

（
一
八
七
五
）
年
一
月
十
二
日
付
で
発
し
た
「
府
県
達
第
一
号
」（『
開
拓

使
布
令
録
甲
編
』）
添
付
の
「
屯
田
兵
居
宅
略
図
」
＝
図
面
４
＝
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
宮
城
、
酒
田
、
青
森
の
三
県
に
対
し
て
、
琴
似
村
に
入
植

す
る
屯
田
兵
の
徴
募
を
求
め
た
も
の
で
、
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
を
期

限
と
す
る
願
書
の
ひ
な
形
と
「
居
宅
略
図
」
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。

　
「
居
宅
略
図
」
を
見
る
と
、
間
口
十
間
に
奥
行
き
十
五
間
の
敷
地
（
約

四
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
、
十
七
坪
五
合
（
約
五
十
八
平
方
メ
ー

ト
ル
）
の
兵
屋
が
描
か
れ
。
間
取
り
は
、「
四
畳
半
」
と
「
六
畳
間
」
と
な
っ

て
い
る
。
炉
ら
し
き
も
の
を
切
っ
た
板
の
間
を
挟
ん
で
「
土
間
」
が
あ
り
、

台
所
、
押
し
入
れ
、
玄
関
引
き
戸
や
便
所
も
図
示
さ
れ
た
簡
単
な
も
の
で

あ
る
。
敷
地
内
の
家
屋
か
ら
離
れ
た
位
置
に
は
、
井
戸
を
示
す
と
思
わ
れ

る
丸
印
が
描
か
れ
「
井
戸
真
マ
デ
九
尺
」
と
添
え
書
き
さ
れ
て
い
る
。

　

松
本
の
「
届
出
」
に
あ
る
よ
う
に
、「
府
県
達
第
一
号
」
を
三
県
へ
発

信
す
る
四
十
五
日
前
に
兵
屋
は
既
に
完
成
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
「
居
宅

略
図
」
は
、
出
来
上
が
っ
た
兵
屋
の
間
取
り
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

と
推
認
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
完
成
時
の
琴
似
兵
屋
は
「
四
畳
半
＋
六

畳
間
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
居
宅
略
図
」
に
続
け
て
、「
拓
地
は
一
戸
に
付
凡
お
よ
そ

五
千
坪
を
給
す
」

と
の
添
え
書
き
も
あ
る
。
応
募
す
れ
ば
志
願
者
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
る

住
居
と
拓
地
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
開
拓
使
の

意
図
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
勧
誘
に
際
し
て
こ
の
「
居
宅
略
図
」
が

志
願
者
に
見
せ
る
た
め
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」
と
比
較
す
る
と
、

間
口
、
奥
行
き
は
同
一
で
、「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」、
板
の
間
、
土
間
な
ど

ほ
ぼ
合
致
し
、
二
つ
の
便
器
の
配
置
、
流
し
を
斜
線
で
示
す
な
ど
細
部
の

表
現
も
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
板
の
間
と
土
間
の
境
界
が

畳
の
間
側
に
半
間
（
約
九
十
セ
ン
チ
）
後
退
し
て
い
る
た
め
、
板
の
間
が

狭
い
分
土
間
が
広
く
、「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」
に
は
あ
る
「
尺
巾
踏
板
」

が
な
い
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

 　
（
２
）
入
植
時
に
屯
田
兵
が
描
い
た
「
居
宅
略
図
」
に
も
６
畳
間

　

琴
似
屯
田
兵
の
志
願
者
と
家
族
の
第
一
陣
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年

五
月
十
七
日
、
く
じ
引
き
で
決
め
ら
れ
た
兵
屋
番
号
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
給
与
地
に
入
地
し
た
。
そ
の
一
人
で
あ
る
八
二
番
兵
屋
の
大
熊
忠
之

助
（
青
森
県
士
族
）
が
書
き
残
し
た
「
明
治
八
年
五
月 

覚
記
」
と
題
し

た
文
書
（
琴
似
屯
田
歴
史
館
所
蔵
）
を
検
分
し
た
と
こ
ろ
、「
屯
田
兵
居

宅
略
図
」
＝
写
真
５
＝
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
略
図
は
、
開
拓
使
が
発
し
た
「
府
県
達
第
一
号
」
添
付
の
「
屯
田

兵
居
宅
略
図
」
と
同
じ
く
「
四
畳
半
＋
六
畳
」
の
間
取
り
で
、
井
戸
の
位

上・琴似復元兵屋の出入り口　下・納内兵屋（北海道開拓の村）

明治 8年 5月入植の大熊忠之助が書いた居宅略図 明治 8年 1月 12 日付「府県達第 1号」の居宅略図

写
真 

３

図
面 

４

写
真 

４

写
真 

５
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置
も
同
様
に
記
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
府
県
達
の
図
面
を
大
熊
が
書

き
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、「
府
県
達
第
一
号
」

の
略
図
と
の
相
違
点
で
あ
る
。

　

府
県
達
で
は
「
土
間
」「
四
畳
半
」「
六
畳
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い

の
に
対
し
て
、
大
熊
の
覚
記
に
は
「
一
間
半
押
し
入
」「
一
間
入
口
表
」

「
便
所
」「
流
」「
カ
ベ
（
壁
）」
な
ど
十
九
も
の
府
県
達
に
な
い
説
明
が

添
え
書
き
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
開
口
部
と
仕
切
り
の
建
具
の
名
称
は

「
高た
か
ま
ど

万
戸
」「
襖ふ
す
ま
ど戸
」「
ヒ
ラ
キ
」
と
細
か
く
種
別
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
大
熊
が
府
県
達
の
図
面
を
単
に
書
き
写
し
た
だ
け
で
は

な
く
、
入
植
後
初
め
て
目
に
し
た
兵
屋
内
の
仕
様
・
造
作
の
様
を
、
詳
細
・

具
体
的
に
書
き
添
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
現
に
見
た
者
で
し
か
書
け

な
い
表
現
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
覚
記
の
標
題
＝
写
真
６
＝
、
記
述
の
順

序
か
ら
も
、
彼
が
居
宅
略
図
を
写
し
書
き
し
、
仕
様
等
の
説
明
を
添
え
た

の
は
、
琴
似
入
植
の
五
月
か
ら
七
月
末
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
入
植
当
時
の
回
顧
談
と
し
て
、
八
八
番
兵
屋
を
割
り
当
て
ら
れ

た
安
孫
子
倫
彦
（
青
森
県
士
族
）
は
、
琴
似
に
着
い
て
荷
を
解
い
た
直
後

の
兵
屋
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
残
し
て
い
る
。

　
「
到
着
と
同
時
に
、
六
畳
二
間
、
四
畳
半
一
間
と
台
所
、
そ
れ
に
土
間

と
い
う
兵
屋
。
家
具
も
寝
具
も
農
具
な
ど
も
そ
ろ
っ
て
お
り
（
中
略
）
本

当
に
喜
ん
だ
が
、天
井
も
な
い
バ
ラ
ッ
ク
建
て
だ
っ
た
」（
昭
和
十
年
「
北

海
タ
イ
ム
ス
」）

　

こ
こ
で
「
六
畳
二
間
」
と
あ
る
の
は
、
畳
座
敷
の
六
畳
間
と
板
の
間
の

六
畳
間
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
琴
似
兵
屋
の
畳
敷
き
は
「
四
畳
半
＋

六
畳
間
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
貴
重
な
回
顧
談
で
あ
る
。

　

以
上
の
安
孫
子
の
回
顧
談
と
大
熊
の
「
覚
記
」
は
、
畳
座
敷
を
「
四
畳

半
＋
六
畳
間
」
と
す
る
「
府
県
達
第
一
号
」
添
付
の
「
屯
田
兵
居
宅
略
図
」

及
び
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
「
出
来
上
リ
シ
兵
屋
」
に
符
合
し
、

当
初
の
琴
似
兵
屋
が
「
四
畳
半
＋
八
畳
間
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付

け
て
い
る
。

　
（
３
）
計
画
段
階
で
変
転
し
た
兵
屋
の
仕
様

 　

琴
似
兵
屋
二
百
戸
の
完
成
後
に
作
成
さ
れ
た
「
屯
田
兵
居
宅
略
図
」
と
、

入
植
直
後
に
琴
似
屯
田
兵
が
書
き
残
し
た
居
宅
略
図
の
一
致
は
、
琴
似
兵

屋
が
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
が
、

果
、
カ
ッ
ヘ
ル
は
囲
炉
裏
に
、
白
土
壁
天
井
付
は
一
部
土
壁
板
囲
い
天
井

な
し
に
、
各
戸
に
付
属
の
厩
舎
は
取
り
や
め
と
さ
れ
た
。
資
金
不
足
に
よ

る
経
費
切
り
詰
め
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
十
一
月
二
十
八

日
に
二
百
戸
が
仕
上
が
り
、
翌
日
、
造
営
の
模
様
を
撮
影
し
た
写
真
＝
写

真
７
＝
が
、
東
京
の
開
拓
長
官
・
黒
田
清
隆
の
元
に
送
付
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、写
真
と
と
も
に
松
本
大
判
官
が
送
っ
た
「
届
出
」
に
は
、「
壁

の
儀
は
追
々
降
雪
寒
気
増
凍
結
に
付
、
荒
壁
の
み
出
来
、
時
節
柄
事
実
不

得
止
儀
に
付
、
中
壁
の
儀
来
春
雪
解
次
第
為
取
掛
候
積
り
」
と
し
て
壁
の

造
作
が
未
了
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　

以
上
の
経
過
か
ら
推
測
す
る
と
、「
屯
田
兵
居
宅
略
図
」
の
板
の
間
と

土
間
の
仕
様
は
、「
府
県
達
第
一
号
」
の
作
成
後
あ
る
い
は
屯
田
兵
の
入

地
前
後
に
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

  　

４　
「
八
畳
間
」
に
改
造
の
経
緯

　
（
１
）
昭
和
十
六
年
の
調
査
時
点
で
既
に
「
模
様
替
え
」

　

琴
似
兵
屋
が
完
成
当
初
の
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
か
ら
「
四
畳
半
＋
八

畳
間
」
に
改
造
さ
れ
た
の
は
い
つ
の
時
期
か―

。

　

昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
の
復
元
に
際
し
て
は
、「
奇
跡
的
な
ぐ

ら
い
各
部
の
原
形
が
よ
く
保
た
れ
て
い
る
貴
重
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
」
一
方
で
、
屋
上
の
煙
出
し
な
ど
の
欠
損
個
所
や
床
板
な
ど
の
寸

法
の
不
明
も
あ
っ
た
。
工
事
に
先
立
っ
て
琴
似
屯
田
兵
の
子
孫
ら
の
意
見

を
聞
い
た
が
、
疑
問
点
、
不
明
点
は
残
っ
た
と
さ
れ
る
（『
屯
田
兵
村
』）。

明治 7年 11 月 28 日の完成当時に撮影された琴似屯田兵屋（北大図書館北方資料室所蔵）

一
方
で
板
の
間
と
土
間
の
大
き
さ
が
、『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
「
出

来
上
リ
シ
兵
屋
」
と
食
い
違
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
明

ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
設
計
段
階
に
お
い
て
間
取
り
・
仕
様
を
め
ぐ
っ

て
開
拓
使
内
で
議
論
が
紛
糾
・
変
転
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

仕
様
に
つ
い
て
当
初
は
、
長
屋
式
や
東
京
付
近
の
農
家
を
モ
デ
ル
に
し

た
案
に
対
し
、
ケ
プ
ロ
ン
は
一
戸
建
て
・
カ
ッ
ヘ
ル
（
オ
ラ
ン
ダ
語
で

ス
ト
ー
ブ
）
付
の
耐
寒
住
宅
を
提
案
し

た
。
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
四
月
に

地
割
り
に
着
手
し
、
翌
五
月
三
日
に
請

負
業
者
の
入
札
が
行
わ
れ
た
後
も
、
仕

様
が
変
更
さ
れ
た
。
七
月
十
四
日
付
で

開
拓
使
東
京
出
張
所
か
ら
本
庁
の
松
本

十
郎
第
判
官
に
宛
て
た
書
面
（
札
第

二
三
六
号
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
た
。

　
「
屯
田
兵
屋
二
百
戸
新
規
造
営
の
儀

絵
図
面
並
仕
様
書
相
副
、
六
月
三
日

二
百
七
十
四
号
を
以
て
申
進
置
候
処
、

尚
又
詮
議
の
次
第
有
之
別
紙
朱
画
の
通

更
正
致
旨
次
官
殿
被
申
聞
候
（
後
略
）」

　

詮
議
と
更
正
が
繰
り
返
さ
れ
た
結

明治 8年 5月と記された「覚記」の表紙

写
真 

６

写
真 

７
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い
る
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
昭
和
十
六
年
時
点
で
間
取
り
・
造
作
に
変

更
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

 　
（
２
）
後
期
の
兵
村
で
は
改
造
が
一
般
化

 　

開
拓
期
の
兵
屋
の
写
真
は
多
く
は
な
い
が
、明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）

年
入
植
の
太
田
兵
村
で
明
治
二
十
年
代
末
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
見
る

と
、
表
玄
関
脇
の
無
双
連
子
窓
に
は
紙
が
張
ら
れ
、
六
畳
間
の
板
戸
二
枚

は
計
二
十
枚
の
ガ
ラ
ス
張
り
と
な
っ
て
い
る
。

昭和 16 年 8月時点の琴似兵屋平面図（住宅・昭和 17 年 1月号）

兵
屋
の
改
造
が
必
要
と
な
り
、
屯
田
兵
司
令
部
と
し
て
も
容
認
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
琴
似
兵
屋
の
改
造
に
関
す
る
願
書
な
ど
の
史
料

は
、
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
琴
似
屯
田
兵
が
後
備
役

満
期
と
な
っ
た
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
三
月
末
時
点
で
、
兵
屋
は

建
築
か
ら
三
十
年
を
経
過
し
て
お
り
、
一
定
の
改
造
が
な
さ
れ
て
い
て
も

不
思
議
で
は
な
い

　
（
３
）
琴
似
一
四
〇
番
兵
屋
の
改
造
の
痕
跡

　

琴
似
兵
村
で
は
兵
屋
が
密
集
す
る
「
密
居
制
」
が
取
ら
れ
た
た

め
、
一
戸
の
敷
地
は
、
間
口
十
間
、
奥
行
き
十
五
間
の
百
五
十
坪
（
約

　

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
頃
に
兵
屋
前
庭
で

撮
影
さ
れ
た
と
す
る
山
田
家
の
家
族
写
真
で
は
、
背

後
に
大
き
く
二
間
幅
（
約
三
・
六
メ
ー
ト
ル
）
の
開

口
部
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）

年
撮
影
の
新
琴
似
兵
屋
の
場
合
は
、
外
観
に
大
き
な

変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
屋
上
の
煙
出
し
が
な
く
な

り
、
電
灯
線
と
見
ら
れ
る
二
本
の
線
が
屋
根
の
突
端

に
延
び
て
い
る
。

　

屯
田
兵
屋
の
改
造
に
関
し
て
は
、
旭
川
兵
村
記

念
館
に
膨
大
な
量
の
「
兵
屋
改
造
願
書
」
＝
写
真

８
＝
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
関
秀
志
の
調
査
研
究

に
よ
る
と
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
か
ら
同

三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
ま
で
の
十
年
間
に
第
三
大

隊
第
三
中
隊
（
下
旭
川
兵
村
）
の
屯
田
兵
か
ら
計

二
百
八
十
三
件
も
の
願
書
が
中
隊
長
宛
て
に
提
出
さ

　

復
元
調
査
の
時
点
で
、
兵
屋
完
成
か
ら
九
十
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
て

い
た
。
山
田
勝
伴
が
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
を
出
版
し
た
の
が
昭
和

十
九
（
一
九
四
四
）
年
で
、
こ
の
時
点
で
も
開
村
か
ら
七
十
年
が
経
っ
て

い
た
。
山
田
が
序
文
で
「
今
日
昔
の
屯
田
兵
の
こ
と
な
ど
尋
ね
て
も
知
る

人
と
て
な
い
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
一
四
〇
番
兵
屋

が
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

　

文
献
調
査
の
過
程
で
、
建
築
家
・
建
築
史
家
の
小
倉
強
が
昭
和
十
六

（
一
九
四
一
）
年
八
月
十
四
日
に
百
四
〇
番
兵
屋
を
調
査
し
た
際
の
平
面

図
（『
住
宅
』
昭
和
十
七
年
二
月
号
）
＝
図
面
５
＝
が
見
つ
か
っ
た
。
こ

れ
に
よ
る
と
、「
四
畳
半
＋
八
畳
間
」
に
板
の
間
の
せ
り
出
し
な
ど
間
取

り
は
、
復
元
兵
屋
と
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
が
、土
間
の
裏
手
に
約
三
坪（
九

平
方
メ
ー
ト
ル
）
の
物
置
が
増
築
さ

れ
て
い
る
。
台
所
と
土
間
の
境
、
土

間
と
板
の
間
の
境
に
は
そ
れ
ぞ
れ
障

子
が
建
て
付
け
ら
れ
、
表
玄
関
右
の

無
双
連
子
窓
は
紙
張
り
に
。
左
手
は

完
成
時
兵
屋
、
復
元
兵
屋
と
も
に
壁

だ
が
、
こ
の
図
面
で
は
「
硝ガ
ラ
ス子
窓
」

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

図
面
に
添
え
ら
れ
た
兵
屋
探
訪
記

に
は
「
老
媼
が
快
く
昔
話
を
し
て
く

れ
た
。
標
準
設
計
書
と
は
や
や
異

な
っ
て
お
る
し
、
模
様
替
え
も
し
て

れ
た
。
入
植
初
年
の
願
書
の
多
く
は
、
板
の
間
に
加
え
て
四
畳
半
、
六
畳

間
に
も
炉
の
増
設
を
求
め
た
も
の
で
、
寒
冷
期
を
控
え
た
十
一
〜
十
二
月

に
集
中
し
て
い
た
。
翌
年
以
降
は
、
納
屋
の
増
設
や
台
所
の
土
間
か
ら
板

張
り
へ
の
変
更
が
目
立
ち
、
や
が
て
居
室
の
増
築
な
ど
の
改
造
申
請
が
増

し
て
い
っ
た
。

　

間
取
り
の
改
造
と
し
て
は
、
六
畳
間
を
板
の
間
側
に
三
尺
（
約
九
十
セ

ン
チ
）拡
張
し
て
八
畳
間
と
し
、そ
れ
に
伴
っ
て
板
の
間
を
拡
張
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
見
ら
れ
た
＝
図
面
６
＝
。
琴
似
一
四
〇
番
兵
屋
と
類
似
し
た
改

造
だ
が
、
下
旭
川
兵
屋
の
場
合
は
、
板
の
間
の
土
間
側
へ
の
拡
張
は
一
間

幅
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
と
よ
り
広
く
取
る
と
と
も
に
、
裏
玄
関
と
と

も
に
位
置
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
琴
似
の
復
元
兵
屋
の
よ
う
な
出

四
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
狭
く
、「
粗

居
制
」
の
兵
村
に
比
べ
る
と
、
物
理
的
に
大

掛
か
り
な
増
築
は
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
給

与
地
が
遠
方
に
あ
る
不
便
を
解
消
す
る
た

め
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
か
ら
二

旭川兵村の兵屋改造例（関秀志「屯田兵屋の改造について」より）

①明治 25 年 1月 17 日

②明治 26 年 12 月 23 日

③明治 29 年 2月 24 日

入
り
の
際
の
不
都
合
を
回
避
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
や
改
造
の
事
例
か
ら
、
兵
村
に
お
い
て
は
家

族
数
の
増
加
や
防
寒
対
策
、
農
業
経
営
の
拡
大
な
ど
に
伴
っ
て

図
面 

５

図
面 

６

写
真 

８
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年
が
か
り
で
兵
屋
の
約
三
分
の
二
が
移
転
し
た
。
こ
の
ほ
か
「
天
皇
陛
下

か
ら
い
た
だ
い
た
家
屋
を
む
や
み
に
改
造
す
べ
き
で
な
い
」（
屯
田
兵
家

族
の
回
顧
談
）
と
い
う
風
潮
も
あ
っ
て
、
外
か
ら
目
に
見
え
る
よ
う
な
改

造
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

琴
似
一
四
〇
番
兵
屋
の
改
造
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

兵
屋
移
転
の
時
期
の
ほ
か
、
公
有
金
の
分
配
が
行
わ
れ
た
兵
役
満
期
の
こ

ろ
、あ
る
い
は
大
正
中
期
の
電
灯
線
普
及
な
ど
が
、ひ
と
つ
の
契
機
に
な
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

る―

な
ど
素
人
目
に
も
不
自
然
な
点
が
散
見
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
六
畳
間
を
八
畳
間
に
改
造
し
た
際
の
痕
跡
と
も
推
測
で
き

る
が
、
復
元
さ
れ
た
時
点
で
建
築
か
ら
九
十
年
を
経
て
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
そ
の
間
に
大
小
の
補
修
や
部
材
・
建
具
の
交
換
な
ど
が
繰
り
返
さ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
、
建
築
の
専
門
家
ら
に

よ
る
詳
し
い
現
地
調
査
に
よ
っ
て
、
建
築
時
の
兵
屋
が
何
時
、
ど
ん
な
目

的
で
、
ど
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
履
歴
が
、
よ
り
具
体
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

５　

開
村
百
五
十
周
年
と
修
正
復
元
の
意
義

　

復
元
か
ら
六
十
年
を
経
過
し
た
一
四
〇
番
兵
屋
は
、
老
朽
化
に
よ
っ
て

立
入
が
危
険
な
た
め
十
年
以
上
も
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事

態
に
琴
似
屯
田
子
孫
会
は
、
屯
田
開
拓
の
貴
重
な
歴
史
遺
産
で
あ
る
兵
屋

を
再
び
公
開
し
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、

と
し
て
関
係
方
面
に
協
力
を
求
め
て
い
る
。
令
和
七
（
二
〇
二
五
）
年
は
、

琴
似
屯
田
兵
村
の
開
村
百
五
十
周
年
の
節
目
に
も
当
た
る
こ
と
か
ら
、
修

復
に
当
た
っ
て
は
、
畳
座
敷
を
入
植
当
初
の
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
と
す

る
本
来
の
姿
で
の
再
復
元
を
目
指
し
て
い
る
。

　

琴
似
兵
屋
は
、
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
の
住
居
と
し
て
、
構
想
段
階
か

ら
再
三
に
わ
た
っ
て
修
正
が
加
え
ら
れ
、
様
々
な
議
論
の
末
に
完
成
し

た
。
そ
の
過
程
と
そ
の
後
の
兵
屋
の
変
遷
を
み
る
と
、
米
国
や
ロ
シ
ア
の

文
化
に
学
び
つ
つ
、
北
海
道
の
厳
し
い
環
境
を
考
慮
し
た
耐
寒
住
宅
の
追

求
と
、
資
金
事
情
や
資
材
の
調
達
難
を
背
景
に
し
た
妥
協
も
あ
っ
た
。

　

い
わ
ば
、
琴
似
に
始
ま
る
屯
田
兵
屋
の
歴
史
に
は
、
過
酷
な
北
の
大
地

に
未
来
の
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と
し
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
の
理
想
と

現
実
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
十
七
兵
村
で
総
計
七
千
数
百
戸

に
も
の
ぼ
る
規
格
化
さ
れ
た
住
宅
が
建
ち
並
ん
だ
こ
と
自
体
が
、
屯
田
兵

制
度
が
歴
史
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
意
味
で
も
、
最
初
の
兵
屋
を
「
本
来
の
形
」
で
継
承
し
て
い
く
こ
と

に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　

北
海
道
開
拓
の
実
像
を
伝
え
る
歴
史
遺
産
と
し
て
琴
似
兵
屋
を
次
世
代

に
継
承
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
遺
構
の
保
存
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背

後
に
あ
る
開
拓
者
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
、
北
の
大
地
に
託
し
た
思
い
を

広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
建
築
当
初

の
六
畳
間
に
よ
る
再
復
元
を
機
会
に
、国
の
史
跡
（
琴
似
一
三
三
番
兵
屋
）

を
含
め
て
、
屯
田
兵
屋
の
文
化
財
と
し
て
の
再
評
価
と
有
効
な
活
用
方
策

に
つ
い
て
の
議
論
の
広
が
り
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

結　

び

　

琴
似
兵
屋
の
「
八
畳
間
」
説
に
は
、
長
ら
く
疑
問
の
声
が
さ
さ
や
か
れ

な
が
ら
、
表
に
浮
上
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
三
十
九

（
一
九
六
四
）
年
に
行
わ
れ
た
一
四
〇
番
兵
屋
の
復
元
以
降
、
旧
説
に
対

す
る
「
新
発
見
」
と
し
て
流
布
さ
れ
、
国
の
史
跡
の
一
三
三
番
兵
屋
と
と

も
に
「
現
に
あ
る
姿
」
が
、
新
説
を
定
説
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
背
景
に

あ
る
。

　
「
八
畳
か
、
六
畳
か
」
の
決
着
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
当
時
の

設
計
図
の
確
認
に
か
か
っ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
兵
屋
の
完
成
か
ら
四
十
五
日
後
に
発
せ
ら
れ
た
開
拓
使
の
公
文

書
と
、
そ
の
四
ヵ
月
後
に
兵
屋
に
入
居
し
た
屯
田
兵
の
遺
品
か
ら
見
つ

か
っ
た
メ
モ
に
は
、
同
じ
「
四
畳
半
＋
六
畳
間
」
の
図
面
が
描
か
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
に
示
さ
れ
た
「
出
来
上
リ
シ
兵

屋
」
の
図
面
を
加
え
れ
ば
、「
八
畳
間
」
説
を
取
る
余
地
は
な
い
。

　
『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
復
刻
（
令
和
六
年
）
を
機
に
、
北
海
道

屯
田
倶
楽
部
の
会
員
有
志
を
中
心
に
記
述
内
容
の
検
証
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
過
程
で
例
え
ば
、
屯
田
銀
行
の
設
立
の
経
緯
、
禁
止
作
物
と
さ
れ
て

い
た
稲
作
の
試
験
栽
培
な
ど
に
関
す
る
記
述
は
、
極
め
て
詳
細
か
つ
正
確

で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。

　

兵
屋
建
築
に
つ
い
て
は
、
屯
田
兵
制
度
の
構
想
段
階
か
ら
琴
似
屯
田
兵

の
入
植
ま
で
の
間
に
変
転
す
る
計
画
に
多
く
の
紙
数
が
割
か
れ
て
い
る
。

建
具
の
発
注
先
、
数
量
、
仕
上
が
り
見
込
み
と
い
っ
た
、
開
拓
使
の
公
文

録
に
も
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
詳
細
な
記
録
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
出

来
上
リ
シ
兵
屋
」
の
図
面
は
じ
め
こ
れ
ら
の
原
典
史
料
が
見
当
た
ら
な
い

の
は
残
念
だ
が
、『
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
』
の
全
編
に
わ
た
る
記
述
の

正
確
性
と
と
も
に
、そ
の
こ
と
が
「
六
畳
間
説
」
の
強
固
な
裏
付
け
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。

　

琴
似
兵
屋
を
本
来
の
姿
で
再
復
元
す
る
た
め
に
は
、
文
化
財
保
護
法
上

の
諸
手
続
や
修
復
資
金
の
確
保
な
ど
今
後
い
く
つ
か
の
大
き
な
課
題
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
機
会
に
屯
田
開
拓
の
歴
史
に
多
く
の
市
民
が
目

を
向
け
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。　
　
　
　

　
（
記
・
梶
田
博
昭
） 

　

六
畳
間
を
八
畳
間
に
改
造
す

る
場
合
、
鴨か
も
い居
の
付
け
直
し
や

板
の
間
の
土
台
ご
と
の
せ
り
出

し
と
い
っ
た
比
較
的
大
掛
か
り

な
工
事
が
必
要
と
な
る
。
調
査

班
に
よ
る
検
分
で
は
、
▽
板
の

間
と
八
畳
間
の
仕
切
り
に
設
け

ら
れ
た
板
戸
用
の
鴨
居
が
、
柱

か
ら
明
ら
か
に
ず
れ
て
い
る
＝

写
真
９
＝
▽
そ
の
仕
切
り
の
半

間
奥
に
あ
る
柱
に
、
鴨
居
を
差

し
た
と
見
ら
れ
る
ほ
ぞ
穴
の
跡

が
あ
る
＝
同
＝
▽
座
敷
二
間
を

仕
切
る
障
子
三
枚
（
建
築
時
は

二
枚
）
の
う
ち
一
枚
の
形
状
と

色
合
い
が
、
他
の
二
枚
と
異
な

柱からずれた位置にある鴨居（左）と鴨居を差したほぞ穴の跡（右）

写
真 

９
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